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陳情の審査 

陳情第６１号 小杉駅北口地区開発計画（元ホテルエルシー跡）について、

地域住民に説明して意見を聴取し、計画に反映させるように、市の責任で徹底
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小杉駅北側地区 整備方針 

市立小学校 
医療と文教の街にふさわしい教育機能の充実 

■良好な教育環境の整備 

■災害時の避難所の確保（病院との連携）

小杉駅北口駅前広場 
小杉駅北側の玄関口 

■駅前広場機能の拡充 

■ペデストリアンデッキの整備

大西学園地区 
医療と文教の街にふさわしい教育機能の更新と地域開放 

■教育環境の充実 

・校舎の建替えによる機能更新 

・講堂（音楽ホール）等地域に開かれた教育機能の整備 

■防災力の向上 

・グランド等の避難場所としての活用 

■環境への配慮

・建物における省エネルギー等の配慮 

■都市基盤施設の整備 

・補助幹線道路の整備 

・歩道状空地の整備による歩行者空間の確保 

都市型居住ゾーン 

小杉３丁目東地区 

小杉３丁目中央地区 

小杉駅南部地区 

小杉町二丁目地区 
多様な歩行者空間の形成による回遊性、交流拠点の形成 

■都市機能の集積した複合市街地の形成 

・駅とデッキで直結する文化交流の場の創出 

・コンベンション施設の導入による高度な交流機能の整 

 備 

・沿道利用型の 

商業業務機能の導入 

・子育て支援に配慮し 

 た優良な都市型住宅 

 の整備 

・地域交流を促進する教育・学習機能等の導入 

・認可保育所等の整備 

・地域向けの集会所の整備 

■防災力の向上 

・コンベンション施設や広場の避難 

スペースとしての活用 

・地域向け防災備蓄倉庫、防災用ト 

イレの整備 

 ・建物の免震化による防災力の向上 

 ・建物の防災性の向上による、建物内自立生活の確保 

■環境への配慮 

・うるおいと憩いのある緑化空間整備

・建物における省エネルギー等の配慮 

・スケルトンインフィル住宅による建物の長寿命化

■都市基盤施設の整備 

・地区内の道路整備 

・ペデストリアンデッキの整備、歩道状空地の整備等、

歩行者空間の確保 

・地域の交流を促進する広場の整備 

・うるおいと憩いのある散策広場の整備 

・公共的駐輪場の整備

新丸子駅 

コンパクトな都市構造 

の確立 

・医職住近接化による、高齢

者や子育て支援に配慮し

た、歩いて暮らせる集約型

のまちづくりの実現 

総合的な防災力の向上 

・東日本大震災の教訓を踏ま

えた新たな防災まちづく

りの推進 

スマートシティに向けた

まちづくり 

・低炭素化、省エネルギー等、

環境配慮型施設の導入、促

進 

・ＩＣＴを活用した暮らしや

すいまちづくり 

小杉駅北口地区 
小杉駅北側の玄関口としての都市機能強化 

■南側のまちづくりとの連携によるにぎわいの創出 

・商業・業務施設等の集積によるにぎわいの創出 

・子育て支援に配慮した優良な都市型住宅の整備 

・地域向け情報発信機能の導入 

■防災力の向上 

・災害情報等の提供 

・帰宅困難者対応スペースの確保 

・防災備蓄庫等の 

 災害対応 

■環境への配慮 

 ・にぎわい景観に配慮した緑化空間整備 

・建物における省エネルギー等の配慮 

■都市基盤施設の整備 

・地区内の道路整備 

・駅前広場を補完する広場空間の整備（広場状空地、

屋内型広場等の整備） 

・ペデストリアンデッキの整備、歩道状空地の整備等、

歩行者空間の確保  

・公共的駐輪場の整備 

耐震化等の促進 

広場 

医療・文教拠点

交流・文教拠点

日医大地区 
高度医療福祉拠点・医療連携施設 

■医療文教の核となる高度医療福祉機能の集積 

・高度医療、周産期医療、高齢者医療、救命救急などの

対応の強化及び認知症診断・治療機能の充実 

・建替えによる医療機能の更新 

・医療と連携する教育機能、福祉機能等の導入 

・医療と連携した高齢者に配慮した優良な都市型住宅 

の整備 

 ・イダイ・モールと連携した商業施設の導入 

■防災力の向上 

・災害時の救急医療の中核となる医療施設 

・地域向け防災備蓄倉庫、防災用トイレの整備 

・建物の耐震化による防災力の向上 

■環境への配慮 

・等々力緑地、多摩川へ繋がる、うるおいのある緑化空

間整備 

・建物における省エネルギー等の配慮 

■都市基盤施設の整備 

 ・地区内の道路整備 

 ・歩道状空地の整備等、歩行者空間の確保 

・人の活動が見える健康広場の整備 

にぎわい拠点

大西学園（幼・小） 

（中・高） 

４ 
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資料2-2

３



「（仮称）小杉駅北口地区開発計画」の地元説明及び意見聴取について 

１ 目的

都市計画法に定める地区計画による開発が検討されている「（仮称）小杉駅北口地区開発計画」に

ついて、周辺住民の理解を得ることを目的として、都市計画手続きに入る前の早い段階で、事業者が

開発計画についての地元説明を行い、地元の意見・要望をできる限り反映した計画をめざす。 

また、平成２７年３月に策定された「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドライン」の活

用に向けて、周辺市街地の住民に計画の説明を行い、意見の聴取を行う。 

第２回 説明会（予定）
主催：三井不動産レジデンシャル 

（市：オブザーバー）

時期：未定 

内容：頂いた意見・要望の内容報告及び事業者

の考え方の説明、住民意見・要望の反映

状況、計画概要の説明

第１回 「（仮称）小杉駅北口地区 

開発計画に関する概要について」
主催：三井不動産レジデンシャル 

（市：オブザーバー）

時期：平成 28 年 8 月 4 日、5日、8日、9日 

内容：開発コンセプトの説明、計画概要の説明、

住民意見・要望の聴取、窓口設置の御案内

３ 事業者による地元意見聴取の状況 

○説明会の実施について

実施主体：三井不動産レジデンシャル（川崎市はオブザーバー参加）

対象範囲：計画敷地から建物高さ（170m）の 2 倍の範囲（全戸お知らせ配布計約１.３万件）

開催日時：７月           個別訪問により町内会、商店街の会長等へ事前説明。

平成 28 年 8 月 4 日（木） 小杉町１丁目（町会会館）

平成 28 年 8 月 5 日（金） 小杉町２丁目（町会会館）

平成 28 年 8 月 8 日（月） 新丸子町（町内会館）

平成 28 年 8 月 9 日（火） 左記３町会以外のエリア（総合自治会館）

計 4 回開催。

出席者数：約１２０ 名（全 4 回の合計）

○説明会での御意見･ご要望について

 ・JR 南武線を渡る南北動線の改善、地域の回遊性と歩行者の安全確保。

・身近なエリアに広場や公園があまりないので子どもの遊び場の確保に配慮してほしい。

・新旧住民の交流など町内会やエリアマネジメントの活性化。

・風の影響と対策について計画地内でできる限り対策してほしい。

・近隣から人を呼べる施設、ほかと違うもの、特色のある施設。

・計画による周辺への影響を説明してほしい。

○ 平成２８年度 低炭素ガイドライン評価

○ 平成２９年度 環境アセスメント評価書公告

○ 平成２９年度 都市計画決定

○ 平成２９年度 解体工事着手

○ 平成３０年度 新築工事着工

○ 平成３３年度 新築工事竣工

４ 今後のスケジュール（案） 

２ 地元説明フロー

「小杉駅北側のまちづくりに関する説明会」 
主催：川崎市 

時期：平成 25 年 12 月 26 日 

内容：小杉駅北側のまちづくりの方針、各地区の開発状況等を説明、開発コンセプトの説明、小杉駅北

側地区のビル風対策に関する説明 など 

ステップ１ 

「学校法人日本医科大学武蔵小杉キャン

パス再開発計画に関する説明会」 
主催：学校法人日本医科大学 

（市：オブザーバー） 

時期①：平成 26 年 2 月 12 日、15 日 

内容：開発コンセプトの説明、計画概要の説明、

住民意見・要望の聴取 

時期②：平成 26 年 5 月 10 日、13 日 

内容：頂いた意見・要望の内容報告及び、事業

者の考え方の説明

ステップ２

「学校法人日本医科大学武蔵小杉キャン

パス再開発計画に関する説明会」 
主催：学校法人日本医科大学 

（市：オブザーバー）

時期：平成 26 年 11 月 17 日、27 日、29 日、 

12 月 3 日 

内容：住民意見・要望の反映状況、計画概要の説

明

ステップ３

（仮称）小杉駅北口地区計画開発計画 準備室 

場所：小杉ビルディング新館 804 

時期：説明会以降～継続して意見聴取 
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「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドライン」の概要について 

（１）ガイドライン策定の背景と課題及び目的 

■背景 

●地球温暖化対策として低炭素都市づくりにかかるガイドラインや法

律が策定される 

●国土交通省成長戦略として、民間事業者の都市の成長に寄与する幅広

い環境貢献の取組みを評価して容積率を大幅に緩和する方針が示さ

れる 

■課題 

●容積率特例制度における容積率の割増は、敷地内に設ける空地のみを

評価 

●地球環境配慮や都市の成長に資する機能導入（「環境配慮等」という。）

の取組みは、評価対象とせず事業者の任意の努力 

■目的 

★拠点等における開発計画において環境配慮等の取組みを評価し、積極

的な導入を促すガイドラインを策定し、持続可能で豊かなまちづくり

を推進する。 

（２）ガイドラインの効果 

（３）ガイドラインの基本的な枠組み 

ガイドラインにより従来の空地の評価を低減し、環境配慮等を評価す

ることで、多様な地域貢献等への取組みを促すとともに、制度を活用した

開発を周辺開発のショーケースとすることにより、低炭素都市づくりや都

市の成長の推進に向けた波及効果が期待できる。 

■ガイドラインの対象とする都市計画制度 

  民間開発を誘導する都市計画制度のうち、「高度利用地区」及び「再開発等促進区を定める地区計画」を対象として運

用基準を定めるとともに「都市再生特別地区」の運用指針を定める。 

まちづくりへの効果のイメージ

ガイドラインに
基づく開発 
（ショーケース） 

ショーケースを基軸とした
連鎖による都市の成長

波及 

地球環境配慮へ
の意識の高まり

都市機能や都市
防災の連携

波及 
波及 

【①容積率特例制度運用基準】

ガイドライン

【②都市再生特別地区運用指針】

「都市再生特別地区」「高度利用地区」

「再開発等促進区を定める地区計画」 

■ガイドラインによる容積率割増の基本的な枠組み 

・従来の制度運用においては、計画地に創出する空地のみを評価していたが、低炭素都市づくり又は都市の成長

に貢献する取組み（「環境配慮等の貢献」）を評価対象に加え、都市開発の質的向上を図る。 

・「①容積率特例制度運用基準」については割増容積率の上限を設け、節度ある都市形成を図り、「②都市再生特

別地区運用指針」については、地区の特性を踏まえ都市再生への寄与を幅広く評価するため、割増容積率の上

限を設けないものとする。 

（※PR方法等について検討する。） 

◎現行：空地の確保 
のみを評価

◎空地の確保に、環境
配慮等の貢献を加味
して評価し、容積率
を割増 

高度利用地区／再開発等促進を定める地区計画 都市再生特別地区 

◎環境配慮等の貢献、
都市再生への寄与に
応じて、高度利用地
区・再地区を超える
割増が可能

割増上限を設ける 

基準容積率 

現行制度 

基準容積率 

都市再生特別地区運用指針

環境配慮等の 
貢献・都市再生 
に寄与 

基準容積率 

容積率特例制度運用基準

空地評価 空地評価 

環境配慮等貢献を加味 
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（４）ガイドラインの概要 

（ア） 新たな評価の視点及び評価方法

これまで緩和容積率を算出する際は、総合設計制度等に基づき、創出される空地のみ

を評価して算出しているが、新たに低炭素都市づくりに資する取組みとしての「環境配

慮」、都市の成長に資する取組みとしての「都市機能」「都市防災」「都市空間」の４

項目を追加する。 

○ 評価方法

◎学識者による評価委員会を設置 

4つの新たな評価項目について、評価の視点に基づいて各項目の評価を行い、そ

れらを総合評価して、S・A・B・Cの4段階にクラス分けを行う。 

総合評価については環境技術の進歩や社会状況等を踏まえた先進的な取組を評価

するため具体的な基準は設けず、専門的知識を有する学識者で構成する評価委員会を

設置し審査を行う。

（イ） 容積率割増の考え方 

 STEP.1 

STEP.2

(ウ) 周辺市街地への配慮及び住民への説明

大規模な開発を想定するため、計画地以外の市街地環境への影響に配慮することや事業主体が計画の内

容について周辺市街地の住民に説明を行い、意見を聴取することを義務化する。 

■ 都市再生特別地区運用指針 
(ア) 運用に当たっての基本的な考え方 

・都市計画案の策定にあたっては、事業者からの都市計画提案を基本とする。 

・１件ごと個別に評価することで都市計画案の必要性と妥当性を総合的に評価する。 

(イ) 評価の視点 

・上位計画との整合・都市再生への効果・周辺環境への配慮・都市基盤との調和などを適切に評価する。 

・割増容積率については、「容積率特例制度運用基準」を用いた検証を行う。 

（※ 計画案の評価については、内容に応じた適切な評価を行うため専門的見地からの審査等も行うものとする。）

「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドライン」の概要について 

■ 容積率特例制度運用基準 

○ 評価の視点 

【空地のみの評価による割増】

従来の空地評価による割増容積

率を低減する。

基準容積率 

空地評価による
割増容積率 

基準容積率 

低減
現行制度 容積率特例制度運用基準

空地評価による
割増容積率 

 【ガイドラインにより新たな評価

を加味した割増】 

STEP1 で算出した割増容積率に

新たな評価項目の総合評価を加味し

て割増容積率を算出する。

割増容積率

○割増容積率のイメージ 

空地評価による割増容積率は

低減されるため、新たな評価項目

における取組みが消極的なもの

は従来よりも割増容積率が低く

なる。積極的かつ優れた取組みを

行う計画については、従来よりも

高い割増容積率を得ることがで

きる。 

都 市 空 間都 市 防 災

都 市 機 能環 境 配 慮

基準容積率 

割増容積率 

【α×0.8】 

従来の空地評価による
割増容積率(α)の 0.8 倍 

基準容積率 

割増容積率 

【α×1.0】 

基準容積率 

割増容積率 

【α×1.2】 

基準容積率 

割増容積率 

【α×1.6】 

総合評価 : C クラス B クラス A クラス S クラス

STEP２   STEP１ 

地球環境に配慮した取り組みについて
「低炭素都市づくりへの効果」、「導入機能
の先進性」等について評価する。 

具体的な取組例：  
・CASBEE川崎Aランク以上の評価取得 

・CASBEE川崎重点項目での高得点取得 

・太陽光発電等の自然エネルギー設備導入

・コージェネレーションの導入 

・地域冷暖房システムの導入 

多彩な都市機能の向上を促進する取り組
みについて「計画地における必要性」、「地
域への波及効果」等について評価する。 

具体的な取組例：  
・駅連絡デッキ 

・インキュベーション施設 

・人口減少･超高齢社会に対応した福祉施設 

・駅前におけるホテル 

・コンベンションホール 

・公共的駐輪場 

災害に強いまちづくりを促進する取り組
みについて「計画地における必要性」、「地
域への波及効果」等について評価する。 

具体的な取組例：  
・帰宅困難者受入れスペース 

・地域防災備蓄倉庫・防火水槽 

・防災拠点機能の導入 

・災害時周辺への電力供給にも対応した自家発電

設備の導入 

・地震に強い先進的な構造 

都市の魅力や快適性、利便性を高める空
間創出等の取り組みについて「計画地にお
ける必要性」、「地域への波及効果」等につ
いて評価する。 

具体的な取組例：  
・広場のユニバーサルデザイン化 

・お祭り等のイベントに対応した広場 

・一般利用が可能な屋上広場 

・拠点地域における緑豊かな広場 

・地域の象徴となるシンボリックな広場 

総合評価 

（S･A･B･C の４段階評価）
空地確保

総合評価
（S･A･B･C の４段階評価）

×0.8 

６



資料５ 

１ 経緯 ３ 風環境に関する検討経過 

当地区を含め、複数の開発事業が進められている小杉駅北側地区において、各

事業者が調整、整合を図りながら、周辺市街地に与える影響に配慮したまちづく

りを進めることを目的として、平成 24 年 11 月より環境対策部会を設置している。

当部会において、風環境の維持保全について検討してきた。

２ 環境対策部会の対象事業地区 

100ｍ 0 

N 

（１）小杉町 2 丁目地区

（２）大西学園地区

（３）小杉駅北口地区

（４）日本医科大学地区

（５）小杉町 3 丁目東地区

第 1 回環境対策部会 ；・環境対策部会の目的等の確認

（平成 24 年 11 月） ・タワープレイスにおける風対策スケジュールの確認について

第 2 回環境対策部会 ；・環境対策部会において取り組む風対策について

（平成 25 年 2 月）  ・タワープレイスにおける風対策案について

第 3 回環境対策部会 ；・検討課題の整理

（平成 25 年 10 月） １「各事業で調査・対策を実施する範囲」

２「計画段階における対策」

３「竣工後の調査、対策」

４「維持管理」

５「歩行者等の安全性の確保のための風対策」

第 4 回環境対策部会 ；・検討課題に関する協議

（平成 25 年 12 月） ※風工学の専門家の助言を受けた検討の実施

第 5 回環境対策部会 ；・風対策案のルール化に向けた協議

（平成 26 年 3 月） ※風工学の専門家の助言を受けた検討の実施

第 6 回環境対策部会 ；・風対策案の骨子作成

（平成 26 年 4 月） 

第 7 回環境対策部会 ；・風対策案の検討

（平成 26 年 9 月）

第 8 回環境対策部会 ；・風対策に関する覚書締結に向けた協議

（平成 26 年 10 月） 

JR 

武蔵小杉駅 

６

６（２） 

６

６
（１） 

（４） 

（５） 

（３） 

風対策に関する覚書の締結について 

平成 26 年 12 月 18 日 ；「小杉駅北側地区周辺環境対策部会におけるビル風対策指針」及び 

「防風対策施設等の維持管理基準」の遵守に関する覚書の締結 

７



１ ビル風対策指針の概要 

◎環境アセスメントの対象事業かつ、風環境の調査を実施している事業を対象

とし、アセス条例の手続きに加えて実施する独自の風対策の取組み

「ビル風対策指針」及び「防風対策施設等の維持管理基準」の概要 

(１)「各事業の計画段階における対策」 

・計画段階で建物形状の工夫や常緑樹を植栽する等の総合的な風対策を行う。

・計画建物のビル風の影響範囲において、風環境評価指針による領域 A、B（ラン

ク１、２）の範囲内に収めるよう努める。

・計画建物のビル風の影響範囲において、風環境評価指針による領域 C、D（ラン

ク３、ランク外）が生じた場合は、その原因を調査し対策に努める。

・歩行者空間の安全性の確保に向け、風環境の保全に努める。

(２)「各事業の事後調査・対策を実施する範囲」 

・事業区域と対岸歩道を含む外周道路までの範囲（図１参照）を、各事業で調査

を行う範囲とし、環境アセスメントに準じる事後調査と必要に応じ対策を実施

する。 

・事後調査地点の選定については、川崎市環境局環境評価室及び小杉駅北側地区

周辺環境対策部会において協議調整を行う。 

小杉町二丁目地区 

日本医科大学地区 

小杉町 3 丁目東地区 

凡例    ：事業区域

  ：事業区域と対岸歩道を含む外周道路までの範囲

北口地区 

図１ 事業区域と対岸歩道を含む外周道路までの範囲

について

(３)「竣工後の調査・対策」 

・竣工後 1 年目の環境アセスメントの事後調査（風調査）の際に、予測評価に

比べ明らかに悪化した場合は、対策を施し、その後事後調査を再度行う。

・対策後の事後調査結果においても風環境が改善されていない場合は、対策方法

等について川崎市と協議調整を行う。 

(４)「維持管理」 

・事業者は竣工後 3 年目まで、防風対策施設等の維持管理状況について、川崎市

に毎年報告を行う。 

・竣工後 3 年以降については、「防風対策施設等の維持管理基準」に基づき、管理

組合等が防風対策施設等の維持管理に関する届出を川崎市に提出し、防風対策

施設等を適切に維持管理する。

環境アセスメント 

事後調査 

(現行ルール) 

竣工後 1 年

竣工後 1年目の風の調査の際に、 

予測評価に比べ明らかに悪化した場合

「ビル風対策

指針」及び 

「防風対策施

設等の維持管

理基準」 

竣工後 3 年

竣工

事
後
調
査

風の調査

竣工

対策 

風の

調査報告

風の調査 

風の 

調査報告 

維
持
管
理

竣工後 1 年 竣工後 3 年

風の

調査報告
緑の

調査報告

竣工後 2 年

風の調査

緑の

調査報告

報告 

管理組合等による 

対応

報告 報告 

■竣工後の調査・対策、維持管理フロー

２ 防風対策施設等の維持管理基準の概要 

・防風対策施設等を適切に維持管理するため、防風対策施設等維持管理責任者の

選任及び防風対策施設等維持管理責任者の誓約書を川崎市に届け出なければな

らない。

・防風対策施設等の維持管理状況等について報告を求められた際は、川崎市に報

告しなければならない。 

事業者による対応 

８
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